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入間市部設置条例新旧対照表（第１条関係） 

改正案 現 行 

（部の設置） （部の設置） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第1

58条第１項の規定に基づき、市長は、その権

限に属する事務を分掌させるため、次の部を

置く。 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第1

58条第１項の規定に基づき、市長は、その権

限に属する事務を分掌させるため、次の部を

置く。 

企画部 企画部 

総務部 総務部 

市民生活部 市民生活部 

危機管理安全部  

環境経済部 環境経済部 

都市整備部 都市整備部 

福祉部 福祉部 

こども支援部 こども支援部 

健康推進部 健康推進部 

（分掌事務） （分掌事務） 

第２条 各部の分掌事務は、次のとおりとす

る。 

第２条 各部の分掌事務は、次のとおりとす

る。 

１・２ 略 １・２ 略 

３ 市民生活部 ３ 市民生活部 

⑴ 自治の振興に関すること。 ⑴ 自治の振興に関すること。 

⑵ 市民文化の振興に関すること。 ⑵ 市民文化の振興に関すること。 

⑶ 人権施策及び平和行政に関すること。 ⑶ 人権施策及び平和行政に関すること。 

⑷ 男女共同参画の推進に関すること。 ⑷ 男女共同参画の推進に関すること。 

⑸ 消費生活に関すること。 ⑸ 消費生活に関すること。 

⑹ 市民相談に関すること。 ⑹ 市民相談に関すること。 

⑺ 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関

すること。 

⑺ 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関

すること。 

⑻ 国民年金に関すること。 ⑻ 国民年金に関すること。 

 ⑼ 交通安全に関すること。 

 ⑽ 防犯に関すること。 

 ４ 危機管理安全部  

⑴ 危機管理に関すること。  
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⑵ 防災に関すること。  

⑶ 防犯に関すること。  

⑷ 交通安全に関すること。  

５～９ 略 ４～８ 略 

 （危機管理課の設置） 

 第３条 防災その他の危機管理に関する事務を

行うため、危機管理課を設置する。 

 

入間市自転車放置防止条例新旧対照表（第２条関係） 

改正案 現 行 

（庶務） （庶務） 

第18条 審議会の庶務は、危機管理安全部市民

安全課において処理する。 

第18条 審議会の庶務は、市民生活部交通防犯

課  において処理する。 

 

入間市国民保護協議会条例新旧対照表（第３条関係） 

改正案 現 行 

（庶務） （庶務） 

第５条 協議会の庶務は、危機管理安全部危機

管理課において処理する。 

第５条 協議会の庶務は、危機管理課    

   において処理する。 

 


